
　　日時 ： 令和 7 年　　3 月 18 日（火）　午後　　1 時　～　4 時 

3 月 26 日（水）　午前 10 時　～　午後 1 時

　　場所 ： 朝霞市市民活動支援ステーション・シニア活動センター 

　　　　　　　　　　（朝霞市仲町 2-1-6-101） 

アクセス ： 東武東上線朝霞駅東口下車徒歩約２分 

（朝霞駅前出張所隣り） 

市内循環バス膝折・溝沼線朝霞駅南口下車徒歩約５分 

市内循環バス根岸台線朝霞駅東口下車徒歩約２分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

  

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.279 

2025-2 

 

 

月号 

 

 

 

発行　社会福祉法人　朝霞市社会福祉協議会（朝霞市ボランティアセンター） 

〒351-8560　朝霞市大字浜崎５１－１　総合福祉センターはあとぴあ　３階 

TEL ０４８（４８６）２４８５　　FAX　０４８（４８６）２４１８　　　　　　　　 

E-mail　volo@asaka-shakyo.or.jp 　URL　https://www.asaka-shakyo.or.jp/ 

　２
朝霞社協マスコットキャラクター

令和 7 年度　ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険の 

保険料・保険金額・補償内容等につきましては、ボランティアニュース３月号でお知らせします。 

ホームページ↑　　　メール↑

ボランティア保険　受付出張窓口のご案内
安心してボランティア活動をしていただくために、活動中のケガや事故など、万が一の時に備え

て、ボランティア保険の加入をおすすめしています。 

ボランティアセンターでは、「ボランティア活動保険」と「ボランティア行事用保険」の加入受付を

行っています。ボランティア活動保険は、年度ごとに加入手続きが必要です。 

令和７年度のボランティア保険の受付開始は、 3 月 1 日（土）から となります。 

 

「ボランティアセンターまで行くのは、家から遠くて大変□」という方のために！！ 

昨年に引き続き、３月にボランティア保険の受付出張窓口を、朝霞駅東口の 

朝霞市市民活動支援ステーション・シニア活動センターのご協力を得て、実施します！！　 

ご不明な点などは、ボランティアセンターまでお問い合わせください♪♪ 

　　



 

【講 座 名】令和６年度ボランティア講座 

「ふくしをみんな de 学びたい」 

【日 　 時】令和７年２月２７日（木）午前 10 時 00 分～12 時 00 分  

            　　   【会 　 場】朝霞市総合福祉センター（はあとぴあ）２階会議室 　 

                         朝霞市大字浜崎５１－１  

【対 象 者】ボランティア活動や地域福祉について関心のある方ならどなたでも大歓迎！  

【内 　 容】･ボランティア活動についての説明 

【内　   容】･住民参加型在宅福祉サービス｢あいはぁと事業｣の説明 

【内　   容】・ボランティア活動者からのお話 

【内　   容】･障害への理解～視覚障害のある方のお話～  

【内　容   】･アイマスク､ガイドヘルプ体験　など  

【参 加 費】 無料  

【申込期間】 令和７年１月６日（月）～令和７年２月２０日（木）  

【申込方法】 電話・ＦＡＸ・メール等で、ボランティアセンターへ下記 5 点をお知らせください｡ 

1.氏名（ふりがな）　2.電話番号　3.住所　4.年齢　5.メールアドレス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

　　　【朝霞市ボランティアセンター開所日】 

月曜日から土曜日　（祝日と年末年始を除く） 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分　 

 

「仲間を募集したい」「イベントのお知らせがしたい」

など、ボランティアに関する情報をお寄せください。 

電話・FAX・E-mail などで、ボランティアセンター 

までお知らせください。

地震や台風、大雨など、大きな災害が起こった際、被災地では災害ボランティアセンターが 

立ち上がります。災害ボランティアセンターでは、被災された方からの困りごと（ニーズ）と 

被災された方の力になりたいという想いを持ったボランティアの活動をつなぐなど、様々な 

調整が行われます。 近隣住民の助け合いが災害により機能しないところを、ボランティアの力を借り

て、復旧・復興に向けて被災された方が自立・生活再建することを目指します。 

令和６年１月１日に発生した能登半島地震においては、災害ボランティアセンター運営支援のた

め、本会職員２名を輪島市へ派遣しました。 

　　また、令和６年７月３１日に発生した大雨災害において、朝霞市内でも、　床上・床下浸水の被害に

遭われた方がいらっしゃいました。ボランティアの協力のもと、片付けなどの支援を行いました。 

朝霞市ボランティアセンターでは、日頃より、災害発生時における体制づくりを行っています。 

災害ボランティアセンターをご存知ですか？


